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総務部等 

議案第１０３号 令和４年度大津市一般会計の決算の認定についてのう

ち、総務部、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務

局の所管する部分について 

 

令和４年度一般会計のうち、 

総務部、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務

局に関する決算の状況につきまして、「主要な施策の成果説明書」に基

づき、説明させていただきます。 

はじめに、「歳入の部」から、ご説明いたします。 

17 ページをお願いいたします。 

まず、款１ 市税の全体についてです。 

市民税は、個人市民税が、個人所得水準の上昇や納税義務者数の増

加傾向を背景に、法人市民税が、法人の事業活動が回復基調となった

ことなどにより、共に増収となりました。 

また、固定資産税及び都市計画税は、新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策における税制上の措置が終了したことなどにより、全体と

して増収となりました。 

滞納繰越分につきましては、滞納整理並びに債権管理の適正化を推
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進し、市税収入全体としては、537 億 1100 万円余りとなり、前年度

比約 4.6%増となる 23 億 5800 万円余りの増収となりました。 

主な税目について、順次ご説明いたします。 

項１ 市民税ですが、 

全体の収入済額は 257 億 400 万円余りで、前年度より 17 億

400 万円余りの増収となりました。 

内容説明欄の、目１ 個人市民税の現年課税分は、223 億 7800 万

円余りの収入済額となりました。これに滞納繰越分を含めた個人市民

税の合計は、225 億 6800 万円余りとなり、納税義務者数が増加し

たことなどから、前年度比約 7.9％増となる 16 億 5300 万円余りの

増収となりました。 

目２ 法人市民税の現年課税分は、31 億 3200 万円余りの収入済

額となりました。これに滞納繰越分を含めた法人市民税合計は 31 億

3600 万円余りとなり、法人の事業活動が回復基調となったことなど

により、前年度比約 1.7％増となる 5000 万円余りの増収となりまし

た。 

18 ページをお願いいたします。 

項２ 固定資産税は、全体の収入済額が 200 億 400 万円余りとな

りました。 
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内容説明欄の、目１ 固定資産税 は、現年課税分と滞納繰越分を合

わせた収入済額が 198 億 6500 万円余りで、新型コロナウイルス感

染症緊急経済対策における税制上の負担軽減措置が終了したことな

どにより、前年度比約 2.0％増となる 3 億 9300 万円余りの増収と

なりました。 

目２ 国有資産等所在市町村交付金は、前年度とほぼ横ばいの 

1 億 3800 万円余りとなりました。 

18 ページから 19 ページにかけての 

項３ 軽自動車税は、全体の収入済額が 7 億 5400 万円余りで、前

年度比約 6.3％増となる 4400 万円余りの増収となりました。 

内容説明欄の、目 1 環境性能割は、前年度比約 73.1％増となる

4100 万円余りとなりました。 

目 2 種別割は、買い替えにより高税率の車両の割合が増えたこと

から、現年課税分と滞納繰越分を合わせた収入済額は 7 億 1200 万

円余りで、前年度比約 3.9％増となる 2600 万円余りの増収となりま

した。 

項４ 市たばこ税は、加熱式たばこの本数換算の増加などから、販売

本数は前年度比約 2.4％増となる 660 万本余りの増加となり、収入

済額は 18 億 4300 万円余りで、前年度比約 6.4％増となる１億
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1100 万円余りの増収となりました。 

項 7 入湯税は、収入済額は 6500 万円余りで、新型コロナウイル

ス感染症の影響による入湯客数の低迷が続く中、宿泊客等の回復の傾

向が見られ、前年度比約 30.5％増となる 1500 万円余りの増収とな

りました。 

19 ページ下段から 20 ページにかけての 

項 8 事業所税は、現年課税分と滞納繰越分を合わせた収入済額は

14 億 6900 万円余りで、前年度比約 1.1％増となる 1500 万円余り

の増収となりました。 

項 9 都市計画税は、現年課税分と滞納繰越分を合わせた収入済額

が 38 億 6900 万円余りで、前年度比約 1.9％増となる 7300 万円

余りの増収となりました。 

以上が、市税であります。 

次に、款２ 地方譲与税でありますが、 

項 1 地方揮発油譲与税は、国税である地方揮発油税の収入額の

42％相当額が、市道の延長、面積の割合により按分されて市町村に

譲与されるもので、前年度に比べ約 700 万円の減収となる 1 億

8000 万円余りとなりました。 

項２ 自動車重量譲与税は、国税である自動車重量税の収入額の
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40.7％相当額が、市道の延長、面積の割合により按分されて市町村

に譲与されるもので、前年度に比べ約 400 万円の増収となる 5 億

4100 万円余りとなりました。 

項 3 森林環境譲与税は、国税である森林環境税の収入額の 88％

相当額が、私有林人工林の面積、林業就業者数、人口の割合により按

分されて市町村に譲与されるもので、前年度に比べ約 1800 万円の

増収となる 7300 万円余りとなりました。 

項 4 地方道路譲与税は、記載のとおりです。 

以上、地方譲与税全体では、前年度比約 2.1％増となる 7 億 9500

万円余りとなりました。 

款３ 利子割交付金は、預貯金の利子等に対して課税され、県に納付

された県民税の利子割額の 59.4％相当額が、当該市町に係る個人県

民税額で按分され交付されるもので、前年度に比べ約 2000 万円の

減収となる 3000 万円余りとなりました。 

20 ページ下段から 21 ページにかけての 

款４ 配当割交付金は、株の配当に対して課税され、県に納付された

県民税の配当割額の 59.4％相当額が、当該市町に係る個人県民税額

で按分され交付されるもので、前年度に比べ約 3600 万円の減収と

なる 3 億 700 万円余りとなりました。 
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款５ 株式等譲渡所得割交付金は、株の譲渡益等に対して課税され、

県に納付された県民税の株式等譲渡所得割額の 59.4％相当額が、当

該市町に係る個人県民税額で按分され交付されるもので、前年度に比

べ約 1 億 6600 万円の減収となる 2 億 4300 万円余りとなりまし

た。 

款 6 法人事業税交付金は、県に納付された法人事業税の 7.7％相

当額が、法人市民税の法人税割額と従業者数で按分されるもので、経

過措置により前年度に比べ約 1 億 6200 万円の増収となる 7 億

4500 万円余りとなりました。 

款 7 地方消費税交付金は、県に納付された地方消費税収入額の

50％相当額が、国勢調査による人口と事業所統計の従業者数により

按分され交付されるものですが、平成 26 年 4 月及び令和元年 10 月

の地方消費税率引上げ時に引上げられた分については、県に納付され

た地方消費税収入額の 50％相当額が、全額人口により按分されるも

のです。 

前年度に比べ約 3 億 9800 万円の増収となる 77 億 8800 万円

余りとなりました。 

款 8 ゴルフ場利用税交付金は、県に納付されたゴルフ場利用税の

70％相当額が、ゴルフ場所在市町に交付されるもので、前年度と比べ
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約 400 万円の増収となる 1 億 8300 万円余りとなりました。 

款９ 環境性能割交付金は、県に納付された自動車税環境性能割額

の 40.85％が、市道の延長及び面積により按分され交付されるもの

で、前年度と比べ約 2300 万円の増収となる 1 億 1700 万円余りと

なりました。 

款１０ 国有提供施設等所在市町村助成交付金は、自衛隊が使用す

る演習場等の用に供する土地、建物等に対して交付されるもので、前

年度とほぼ同額の 1600 万円余りとなりました。 

21 ページ下段から 22 ページにかけての 

款１１ 地方特例交付金は、固定資産税等の軽減措置が終了したこと

等から、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が

前年度に比べ約 6 億 600 万円減少したことにより、約 4 億 2,000

万円となりました。 

款１２ 地方交付税であります。 

①の普通交付税は、市民税や固定資産税の増額等により、基準財政

収入額は増加しましたが、、臨時財政対策債振替相当額の減額等によ

り、交付額は前年度に比べ、約 1.0％増加し、約 126 億 8,500 万円

となりました。 

②の特別交付税は、前年度に比べ、約 0.1％の微増で、約６億９１００
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万円となり、この結果、普通交付税と合わせた地方交付税の総額は、前

年度に比べ約 1 億 2,300 万円増加し、約 133 億 7,700 万円とな

りました。 

23 ページ中段をお願いいたします。 

款１５ 使用料及び手数料、項１ 使用料、目１ 総務使用料、節 1 総

務管理使用料のうち、①の建物使用料は、ス及びタ並びにセの一部を

除いていずれも総務部所管の庁舎使用に伴う使用料であり、23 ペー

ジ下段から 24 ページ上段にかけての②土地使用料は、アからエ及び

カが総務部の所管で、庁舎用地等の使用料であります。 

28 ページ下段をお願いいたします。 

項２ 手数料、目１ 総務手数料、節１ 総務管理手数料のうち 

①の総務証明等手数料は、業務委託に関する証明書交付手数料で

あり、 

28 ページ下段から 29 ページにかけての 

節２ 徴税手数料は、所得証明等の各種税務証明手数料と督促手数

料であります。 

33 ページ下段から 39 ページにかけての 

款１６ 国庫支出金、項２ 国庫補助金、目 1 総務費国庫補助金、節

1 総務管理費国庫補助金のうち、総務部等に係るものは２つ目の新
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型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であり、34ページ上

から 5 項目め、38 ページ上から６項目め、７項目め、人事課（職員支援

室）の新型コロナウイルス感染防止対策事業、35 ページ上から８項目

め、人事課の在宅勤務環境整備促進のためのデジタル田園都市国家構

想推進交付金、９項目め、人事課のＪＲ西日本の社員を受け入れた民間

事業者出向社員受入事業、36ページ上から４項目め、市民税課の窓口

業務の新型コロナウイルス感染症対策事業、37 ページ上から 8 項目

め、議会局における新型コロナウイルス感染症対策消耗品購入事業及

び 9 項目め、オンライン型議会運営事業などの交付金であります。 

48 ページをお願いいたします。 

款１７ 県支出金、項 2 県補助金、目１ 総務費県補助金、節１ 総務

管理費県補助金のうち、総務部に係るものは2つ目の移譲事務交付金

であり、県条例により知事から移譲された事務に対する交付金で、鳥

獣の捕獲に係る許可事務、特別児童扶養手当の認定事務などでありま

す。 

54 ページをお願いいたします。 

項３ 委託金、目１ 総務費委託金、節２ 徴税費委託金の県税徴収事

務委託金は、個人の県民税を、市民税とともに市が賦課及び徴収して

いることから、その県民税に関わる事務委託金であります。 
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節３ 選挙費委託金は、令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選

挙、滋賀県知事選挙及び滋賀県議会議員補欠選挙に係る委託金、令和

５年４月９日執行の滋賀県議会議員一般選挙の準備事務に係る委託金

並びに在外選挙登録事務に係る委託金であります。 

55 ページ下段から 56 ページにかけての 

款１８ 財産収入、項１ 財産運用収入、目１ 財産貸付収入、節１ 土

地貸付収入のうち、①の総務部土地貸付収入は、国・県その他に対す

る計５３件の土地貸付収入で、主なものは、国及び京都市は艇庫用地、

県関係は小野交番用地です。 

56 ページ下段をお願いいたします。 

目２ 利子及び配当金のうち、節１ 利子収入でありますが、①及び

③から⑧までが、総務部が所管する各基金の運用利子収入であります。 

57 ページ中段をお願いいたします。 

項２ 財産売払収入、目１ 不動産売払収入、節１ 不動産売払収入 

のうち、①の総務部不動産売払収入は、未利用地を処分したものです。 

目2物品売払収入、節１ 不用品売払代は、不用となった公用車等の

売却に伴う収入であります。 

款１９ 寄附金、項１ 寄附金、目１ 総務費寄附金、節１ 財産区等寄

附金は、①から④の地区の各自治会が実施する自治会運営事業等に
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対する支出の原資とするため、それぞれ、村中名義の財産会計から、寄

附金を収入したものであります。 

58 ページ下段をお願いいたします。 

款２１ 繰越金 項１ 繰越金は、令和 3 年度の決算剰余金及び令和

3 年度から令和 4 年度への繰越事業に伴う繰越一般財源であります。 

58 ページ下段から 59 ページをお願いいたします。 

款 22 諸収入、項１ 延滞金、加算金及び過料、目１ 延滞金、節１ 

延滞金のうち、①延滞金は、市税に係る延滞金を収入したものであり、 

項２ 市預金利子は、出納室で所管する歳計現金等の保管に伴う預

金利子及び運用に伴う利子収入であります。 

項４ 雑入、目１ 滞納処分費、節１ 滞納処分費は、相続財産管理人

選任事件に伴う申立予納金を滞納処分費として返還を受けたもので

す。 

目２ 弁償金、節１ 弁償金のうち、①は、原動機付自転車標識紛失に

係る弁償金です。②は、平成２３年度に発覚した退職所得に係る市県民

税の業務上横領事件の弁償金です。 

目４ 雑入、節１ 議会費雑入は、タブレット端末通信料議員負担金で

あります。 

節 2 総務費雑入のうち、④及び⑦から⑯までが、総務部に係る歳入
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であります。主なものは、職員健康診断、システム、テレワーク、庁舎維

持管理等に係る企業局等からの分担金、県消防学校への職員派遣費、

会計年度任用職員等の雇用保険に係る本人負担金、公用車に係る自

賠責保険の解約金等、市有建物の事故等に対する共済金などでありま

す。 

62 ページの中段をお願いいたします。 

節１０ その他雑入のうち、②の総務部その他雑入の主なものは、 

総務課では、会計年度任用職員雇用に係る負担金等、 

人事課では、滋賀県東京本部等への派遣職員の職員宿舎使用料等、 

管財課では、施設の一部解体に伴う建物損害共済分担金の解約返

戻金等、 

市民税課では、軽自動車税申告書取扱事務費負担金の精算金、 

収納課では、市県民税の配当所得割額・株式等譲渡所得割額控除超

過額の返還金 

出納室では、指定金融機関及び総括出納取扱金融機関の総括事務

取扱経費に係る負担金等であります。 

64 ページの中段をお願いいたします。 

款２３ 市債 項１ 市債であります。 

令和 4 年度の発行額は、総額 84 億 7,450 万円となり、前年度に
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比べて、41 億 850 万円下回りました。 

このうち、土木債では大谷１号橋補修工事委託業務などの道路等整

備事業や比叡平調整池浚渫事業などの自然災害防止事業により 2 億

3,730 万円、消防債では中消防署移転新築事業の進捗により 1 億

9,400 万円、教育債では小中学校の長寿命化改良やトイレ改修事業

の進捗により 3 億 5,320 万円、前年度に比べそれぞれ増加しました。

一方で、衛生債ではごみ処理施設改築更新事業の進捗により 24 億

6,160 万円、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債において、

24 億 2,270 万円、前年度に比べそれぞれ減少しました。 

それでは、記載の順に、それぞれの内容について説明いたします。 

目１ 総務債 節１ 庁舎整備事業債は、庁舎本館の非常用自家発電

設備改修に係る事業債であります。 

目２ 民生債 節１ 社会福祉施設等整備事業債は、和邇保育園及び

唐崎保育園の耐震改修に係る事業債であります。 

目３ 衛生債 節１ 水道事業会計出資債は浄水場、配水池などの基

幹水道構造物の耐震化事業に対する出資債であり、節２ 一般廃棄物

処理事業債は、環境美化センター及び北部クリーンセンターの改築更

新事業に係る事業債であります。 

節３ 斎場施設整備事業債は、志賀聖苑及び大津聖苑の整備に係る
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事業債であり、節４ 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債は、環境

美化センター及び北部クリーンセンターの改築更新事業のうち、国庫

補助事業の採択に伴う国土強靭化対策に係る事業債であります。 

64 ページ下段から 65 ページにかけての 

目４ 農林水産業債では、 節１ 土地改良事業債は、田上地区にお

ける、ほ場整備の推進費に係る事業債であり、節２ ため池整備事業債 

は、国の補正予算を活用して滋賀県が施工する横在戸池及び下酢子池

の整備負担金に係る事業債であります。 

節３ 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債は、滋賀県が施工する

千町新池及び下酢子池の整備の負担金に係る事業債であり、節４ 緊

急自然災害防止対策事業債は、真野普門三丁目、仰木町及び伊香立南

庄町の水路やポンプの整備に係る事業債であります。 

目５ 商工債 節１ 観光施設整備事業債は、旧竹林院及び公人屋敷

の施設改修に係る事業債であります。 

65 ページから 66 ページにかけての 

目６ 土木債では、 節１ 道路等整備事業債は、大石小田原町の市

道幹２０２８号線をはじめとした、市道の新設改良や市道橋の補修など、

地域の道路整備に係る事業債であり、節２ 河川整備事業債は、国分

川ほか護岸改修に係る事業債であり、節３ 自然災害防止事業債は、長
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等公園における法面補強や比叡平調整池における浚渫事業などに係

る事業債で、節４ 都市計画道路整備事業債は、都市計画道路３・４・

50 号桜かや線などの街路整備について、節５ 公園整備事業債は、第

７９回国民スポーツ大会開催に向けた競技会場施設の整備やびわ湖大

津館の空調設備などの改修に係る事業債であります。 

目７ 消防債 節１ 消防施設整備事業債は、消防ポンプ自動車など

の更新や中消防署移転新築事業に係る事業債であります。 

目８ 教育債 節１ 義務教育施設整備事業債は、小中学校の長寿命

化改良やトイレ改修などの学校施設の整備に係る事業債であり、節２ 

幼稚園施設整備事業債は、伊香立幼稚園及び真野北幼稚園の擁壁設

置工事に係る事業債で、節３ 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 

は、小中学校のトイレ改修等のうち、国庫補助事業の採択に伴う国土強

靭化対策に係る事業債であります。 

66 ページ下段から 67 ページにかけての 

目９ 災害復旧債 節１ 公共土木施設災害復旧債は、令和４年４月

から８月にかけての大雨などにより被災損傷した道路等の復旧に係る

事業債であります。 

目１０ 臨時財政対策債は、普通交付税の振替措置として発行したも

ので、後年度の元利償還金相当額が地方交付税の算定の際に、基準財
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政需要額に算入されるものであります。 

なお、市債の借入先及び条件をあわせて記載しておりまして、それ

ぞれの利率は、借入に係る期間並びに金額に応じて異なっており、

0.07％から 1.2％となっております。 

以上が、歳入であります。 

続きまして、「歳出の部」について、ご説明いたします。 

68 ページをお願いいたします。 

款 1 議会費、項 1 議会費、目 1 議会費であります。 

2 の政務活動費は、６６％の執行率となっております。 

3 の議会運営費は、市議会会議録作成業務委託料、おおつ市議会だ

より発行経費及び広報広聴ビジョンアクションプランに基づく経費、議

場放送設備機器に係る経費、議会ＩＣＴ化に伴い導入したタブレット端

末及び会議システムに係る経費、議会図書室充実整備事業に係る経費

などであります。 

69 ページをお願いいたします。 

款２ 総務費 項１ 総務管理費 目１ 一般管理費でありますが、 

２の訴訟事務費は、２名の顧問弁護士に対する顧問料や、その他訴

訟に係る弁護士報酬等であります。 

３のコンプライアンス推進事業費は、公正職務審査委員会、行政不服
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審査会の開催等の経費であります。 

4 の平和啓発推進事業費は、恒久平和推進事業に係る経費でありま

す。 

５の行政改革推進費のうち、 

（１）の行政改革推進事業費は、行政改革推進委員会の開催経費等で、 

(２)の公共施設マネジメント推進事業費は、公共施設マネジメント推

進委員会の開催経費及び公共施設マネジメントシステムに係る利用料

等であります。 

7 の一般行政推進事業費のうち、 

(4)の電子入札システム事業費は、「電子入札システム」の利用料等

で、 

(5)の一般供用物等管理費は、契約検査課の庁内備品購入費等で、 

(6)のその他推進費のうち、総務部に係るものは、総務課及び契約

検査課の事務経費であります。 

69 ページ下段から 70 ページにかけての 

目２ 会計管理費は、金融機関への市税等収納事務取扱手数料など

の出納事務経費及び出納事務に関する人材派遣に係る委託料であり

ます。 

72 ページをお願いいたします。 
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目７ 文書費は、２から４までが総務課の事業であり、公報や例規集

の発行、文書の印刷・郵送等に関する経費であります。 

目８ 公平委員会費は、公平委員３名の報酬、その他の事務経費であ

ります。 

目９ 総合防災費でありますが、 

２の地域防災計画事業費は、防災マップシステムの保守や防災カル

テの更新業務に関する経費などであります。 

３の防災活動事業費は、備蓄用品の購入に係る経費や、総合防災訓

練に係る経費などであります。 

４の防災設備整備事業費は、防災行政無線の保守管理や総合防災情

報システム運用に関する経費、また若葉台公園における防災倉庫の新

築工事費などであります。 

５の危機管理関係事業費は、Ｊアラートの保守管理、Ｊアラート自動連

携に伴うメール配信サービス使用料などに係る経費であります。 

72 ページ下段から 73 ページにかけての 

目１０ 人事管理費でありますが、 

２の共済費は、特別会計を除いた滋賀県市町村職員共済組合員に係

る共済組合費、会計年度任用職員及び再任用職員の社会保険料、雇用

保険料や、地方公共団体等に代わって公務災害に係る補償業務を行う
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「地方公務員災害補償基金」に対する負担金などであり、 

３の負担金は、会計年度任用職員が任意で加入する（一財）大津市勤

労者互助会の会費負担金等です。 

４の職員退職手当金は、令和４年度における定年、早期、普通退職等

に係る手当金で、前年度に比べ、退職者数が減少したため、約２億

5,166 万円減の 1２億 6,899 万円余りとなりました。 

５の職員採用試験関係経費は、試験問題作成等の委託料や試験会場

の借上げの経費であり、 

６の職員福利厚生負担金は、大津市職員互助会事業の相互負担事業

における市負担分であります。 

７の職員被服貸与費は、職員への被服貸与の経費であり、 

８の労働安全衛生事業費は、全職員を対象とした健康診断等の委託

料をはじめ、薬品、事務用消耗品、新型コロナウイルス感染防止対策の

ための衛生用品等の購入に係る経費であります。 

９の人事管理システム関係経費は、システムのリース経費及び保守

点検の委託料であり、 

10 の内部情報システム関係経費は、庶務事務や給与システムに係る

リース料であります。 

１１のテレワークライセンス関係経費は、在宅勤務環境整備に伴うテ
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レワークライセンスの使用料であります。 

12 の端末管理システム関係経費は、システムサポート業務委託料並

びにシステム及び物品のリース料であります。 

13 のライフプラン事業費は、ライフプランセミナーや講師派遣等の

事業に対する負担金であり、 

14 の特定健康診査等負担金は、滋賀県市町村職員共済組合の組合

員及び被扶養者を対象としたメタボリックシンドロームに対応した検査

等に対する負担金であります。 

15 の退職手当基金積立金は、基金の運用による利子収入を基金に

積み立てたものであります。 

16 の当直業務委託は、守衛室での当直業務に係る委託料でありま

す。 

17 の職員研修費は、内部の階層別研修や特別研修に係る講師経費

及び旅費、外部研修への職員派遣に係る経費、滋賀県市町村職員研修

センターの運営等に係る負担金等であります。 

18 のその他人事管理経費は、滋賀県東京本部等への派遣職員の職

員宿舎使用料や、民間事業者出向社員受入事業による JR 西日本への

負担金などであります。 

目１１ 財政管理費は、財政アドバイザーの活動経費のほか、新地方
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公会計制度に基づく連結財務書類の作成に係る支援業務費等であり

ます。 

73 ページ下段から 74 ページにかけての 

目１２ 財産管理費ですが、 

２の市有車両関係費は、交通安全対策及び管財課所管の自動車等の

維持管理に係る経費であります。 

３の財産管理費は、市有財産の維持管理と市有地売却に係る測量調

査等の経費であります。 

４の庁舎管理事業費は、庁舎設備等の維持管理や保守、庁舎の改修

工事、施設維持補修、光熱水費等に係る経費、 

５の庁舎大規模改修事業費は、本館非常用自家発電設備改修工事等

に係る経費、 

6 の庁舎適正化改修事業費は、庁舎内の建築基準法不適合箇所を

適正化する改修工事に係る経費、 

7のマイクロバス運行及び管理費は、管財課所管のマイクロバスの管

理に係る経費であります。 

８の庁舎整備検討事業費は、庁舎整備基本構想策定支援業務等に係

る経費であります。 

目１３ 土地開発基金費及び目１５ 庁舎整備基金費、74 ページから
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75 ページにかけての目１７ 財政調整基金費、目１８ 公共施設等整備

基金費は、将来の財政需要に備えた積み立てや基金の運用利息の積み

立てなどであります。 

目１９ 自治振興費につきまして、 

総務部所管は 75 ページ下段をお願いいたします。 

１０の公共事業等報償費は、関津自治会などに対し、村中名義の財産

会計からの寄附金を原資に、自治会の運営事業等に支出を行ったもの

であります。 

81 ページをお願いいたします。 

項２ 徴税費についてでありますが、 

目１ 税務総務費は、税３課の職員の人件費と一般事務経費でありま

す。 

目２ 賦課費は、主に市民税、固定資産税、軽自動車税の課税に係る

経費であり、 

１の賦課事務費は、納税通知書などの郵送料やパソコン、サーバの賃

借料等の経費で、 

２の賦課計算等委託経費は、個人・市県民税及び軽自動車税賦課業

務、固定資産評価支援業務等の委託料であります。 

３の各種協議会等分担金は、エルタックス運用に伴う地方税共同機
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構への負担金等で、 

４の税情報システムオンライン経費は、市税業務システムの賃借料、

保守料等の経費であります。 

目３ 徴収費は、市税の徴収に係る経費であり、 

１の市税徴収事務経費は、市税徴収に係る督促状、催告書などの印

刷費や郵送料等の経費で、 

２の市税徴収事務収納システム運用経費は、徴収事務に係るシステ

ムの保守の委託料等で、 

82 ページの３の過誤納金還付金は、主に法人市民税の過年度還付

金及び個人市県民税並びに固定資産税過年度還付金であります。 

83 ページをお願いいたします。 

項４ 選挙費は、選挙管理委員会の委員及び職員の人件費、選挙啓

発推進に係る経費、並びに令和４年７月１０日執行の参議院議員通常

選挙、滋賀県知事選挙及び滋賀県議会議員補欠選挙の執行に伴う経

費、令和５年４月執行の統一地方選挙の準備に伴う経費であります。 

83 ページ下段から 84 ページにかけての 

項６ 監査委員費 目１ 監査委員費は、４名の監査委員及び事務局

職員の人件費並びに、監査、検査、決算審査等の執行に伴う経費であ

ります。 
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目２ 外部監査費は、包括外部監査契約に基づく経費であります。 

90 ページ下段をお願いいたします。 

款３ 民生費 項１ 社会福祉費 目６ 国民健康保険事業特別会計

繰出金は、保険基盤安定制度や職員給与費等について、収益を安定さ

せるために繰り出したものであります。 

目７ 介護保険事業特別会計繰出金は、介護給付費、職員給与費等

について、定められた負担割合に基づき繰り出したものです。 

目８ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、保険基盤安定制度や

事業運営費等に対して、ルールにより繰り出したものであります。 

96 ページ下段をお願いいたします。 

項２ 児童福祉費 目８ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

繰出金は、貸付金や事務費について、ルールにより繰り出したもので

あります。 

103 ページ中段をお願いいたします。 

款４ 衛生費 項１ 保健衛生費 目９ 水道・ガス事業会計繰出金 

は、市が負担すべき簡易水道の建設改良等に伴う企業債元利償還金や

基幹水道構造物の耐震化事業経費等に対し、ルールにより、繰り出し

たもの及びガス事業への繰り出しであります。 

114 ページの中段をお願いいたします。 
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款７ 商工費 項１ 商工費 目２ 卸売市場事業特別会計繰出金は

公設地方卸売市場の管理運営経費等に対し、繰り出したものでありま

す。 

125 ページ中段をお願いします。 

款８ 土木費 項４ 都市計画費 目６ 下水道事業会計繰出金は、雨

水や汚水事業に対する一定の負担ルールを踏まえながら、所要額を繰

り出したものであります。 

130 ページをお願いします。 

款１０ 教育費 項１ 教育総務費 目５ 教育振興費のうち、 

１０の私学振興対策費は、記載の私立学校等に対し、私立学校振興

助成法の規定等に基づき、教育環境の整備等を図ることを目的として、

教育経費の一部を補助したものであります。 

139 ページ上段をお願いいたします。 

項６ 保健体育費 目３ 学校給食事業特別会計繰出金は、共同調理

場の管理運営経費や副食の調理加工費などに対する繰り出しでありま

す。 

140 ページをお願いいたします。 

款１２ 公債費については、 

借入利率の低下により、利子が減少した一方、過去に発行した市債
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の定時償還において、元金償還が始まったことなどにより、元金償還

金が増加した結果、約 3 億 2,964 万円増加し、約 106 億 8,235 万

円となりました。 

なお、償還先別の内訳は、表に記載のとおりです。 

恐れ入りますが、はじめの方に戻っていただき、8ページをお願いい

たします。 

令和４年度末における市債目的別現在高ですが、表の合計欄のとお

り、前年度に比べ、約 15 億 619 万円減少し、約 1,259 億 7,294 万

円となりました。 

事業債である総務債から災害復旧債までについて、昨年度末と比較

しますと、主に土木債で約11億1,805万円、教育債で約5億7,319

万円それぞれ減少した一方で、衛生債はごみ処理施設改築更新事業に

伴い、約 22 億 4,813 万円、消防債は、中消防署移転新築事業に伴

い、3 億 7,647 万円、それぞれ増加となり、全ての事業債の残高とし

ては、前年度より約 3 億 2,822 万円増加し、約 649 億 9,716 万円

となりました。 

今後も、将来の公共施設の適切な維持・管理に伴う大規模改修等が

控えておりますが、市債発行にあたっては、健全財政の堅持に向けて、

さらなる適正化に努めてまいります。 
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最後になりますが、13 ページをお願いいたします。 

地方消費税交付金のうち、社会保障財源化の使途について、でござ

います。 

消費税率は平成２６年４月１日に５％から８％に引き上げられ、令和

元年１０月１日には、さらに、８％から１０％に引き上げられました。これ

らの税率の引き上げに伴う令和４年度の地方消費税交付金の増収分

は約４４億 4,746 万円となり、社会保障給付並びに少子化に対処す

るための施策に充てる趣旨を踏まえ、表に記載した事業費に充当し、

各制度の維持・安定化や支給対象者の増加における対応に適切に充て

たものです。 

以上で、総務部、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局及び監査

委員事務局に関する歳入・歳出決算の説明とさせていただきます。 


